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本市発注工事における電子マニフェストの義務化及び本市が排出する 

産業廃棄物の処理委託における電子マニフェストの使用について 

 

 

本市発注工事における産業廃棄物管理票の不正使用が判明したことから、その再発防止策

として、令和４年度から標記の取扱いを実施することとします。 

電子マニフェスト＊は、情報管理の合理化、産業廃棄物処理のシステムの透明化、法令遵

守などのメリットが大きく、国においてもその利用を促進しています。本市も、これまで、

電子マニフェストの利用促進の取組みを進めてきたところですが、再発防止策の強化徹底を

図るため、次のとおり、電子マニフェストの使用を義務化することとしましたので、お知ら

せします。 
＊廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）に定める産業廃棄物管理票（マニフェスト）を電

子化したもの 

 

 

 

 

記 

１ 工事請負契約について 

  全ての本市発注工事における産業廃棄物の処理にあたっては、『電子マニフェスト』の使

用を義務化します。 

  なお、『電子マニフェスト』を使用しない受注者に対しては、次の措置等を行います。 

   ●入札参加停止措置の適用 ＊大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく 

   ●工事成績評定の減点 ＊請負工事成績評定要領に基づく 

  上記の措置等の詳細については関係規程の改正次第、別途お知らせします。 

  ※ 現在、実施している試行工事の取扱いについて 

〇令和３年度における試行工事の継続実施 

      現在、一部の工事で実施している電子マニフェスト利用促進に向けた試行工事に

ついては、引き続き取組みを行います。 

＊設計図書（仕様書）において、電子マニフェストの利用を明記した案件を対象。 

建設局所管の産業廃棄物が発生するすべての工事が対象。 

そのほか、所属により対象案件が異なります。 

 〇令和３年度における試行工事で『紙マニフェスト』を使用する場合 

理由を付した届出書の提出が必要です。 

また、環境局が行う抜き打ち立入検査の際に加入要請を行います。 

『紙マニフェスト』を使用した場合においては、マニフェスト伝票の照合作業の 

実施や紙マニフェスト使用関連業者への立入検査等の強化を行います。 

《電子マニフェストのメリット》 

○操作が簡単で手間がかからない ⇒ 事務の簡素化、電子データ保存できる 

○法令遵守           ⇒ 記載漏れや確認漏れを防止できる 

○データの透明性        ⇒ 情報処理センターで過去５年分のマニフェストを管理・保存 

オンラインで処理状況を常に把握・確認ができる 

 



２ 業務委託契約について 

   〇本市が排出事業者として行う、産業廃棄物処理委託（処分・収集運搬）についても、『電

子マニフェスト』を使用します。 

○産業廃棄物処理委託に関する入札案件については、入札参加資格として電子マニフェ

ストに加入していることを条件とします。 

３ 実施時期について（「１」「２」とも） 

  電子マニフェストの義務化及び使用については、令和４年４月１日から適用します。 

 

４ その他 

〇電子マニフェストの加入手続き等について 

  電子マニフェスト未加入の事業者に対して、システム操作研修会や加入手続きの案内 

等を行う予定としておりますので、ぜひご参加ください。 

  研修会の日程及び実施場所については、別途お知らせいたします。 

  〇電子マニフェストの義務化制度等の概要 

大阪市ホームページ『電子マニフェストの使用促進に取り組んでいます』をご覧くださ

い。  ⇒ 詳しくはこちら 

〇電子マニフェスト加入について 

詳細は、（公財）日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。                  

⇒  詳しくはこちら 

 

 

【問合せ先】 

 ◇電子マニフェストの制度及び加入手続きに関すること 

      環境局 環境管理部 環境管理課（産業廃棄物規制グループ） TEL06-6630-3284 

   ◇入札契約手続きに関すること 

      契約管財局 契約部 契約課 （工事契約グループ）TEL06-6484-7424 

                   （委託・物品契約グループ）TEL06-6484-7083 

 ◇入札参加停止措置に関すること 

      契約管財局 契約部 制度課 （契約制度グループ）TEL06-6484-7062 

https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000472876.html
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター リーフレットより抜粋） 


